
 

 

 

 

明日香村農林産物等交流促進施設（あすか夢販売所） 

指定管理者業務仕様書 
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明日香村農林産物等交流促進施設（あすか夢販売所）指定管理者 

業務仕様書 

 

明日香村農林産物等交流促進施設（あすか夢販売所）の指定管理者が行う業

務の内容及びその範囲等については、この仕様書による。 

 

１．施設の管理・運営に関する村の基本方針 

  明日香村の地域特性を活かした農林産物及び農林産物加工品等の生産を拡

大するとともに、都市との交流を促進し、農林業の振興と地域活性化に資す

ることを目的に設置することを念頭におき、次に掲げる項目に沿って管理・

運営を行うこと。 

（１）明日香村６次産業化推進協議会会員による村内産の農林産物を直売し、

消費者に「新鮮・安全・安心」な明日香ブランドが提供できるよう管理・

運営を行うこと。 

（２）当該施設の管理及び運営を行うにあたっては、十分な物的能力と人的能

力を有しており事業内容に適した職員を配置すること。 

（３）当該施設を通じて明日香村内の農林産物等の生産拡大が図られ、認定農

業者及び担い手農家の育成を図るとともに、明日香村内産の農林産品の安

定した流通経路を確保し、地産地消を推進できる管理運営を行うこと。 

（４）村内産品の供給体制の強化・推進を図るとともに、遊休農地を活用した

作付けを奨励しその解消と防止に努めること。 

（５）衛生管理に配慮した運営に努めること。 

（６）利用者の個人情報の保護を徹底すること。 

（７）安全で、効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。 

 

２．施設の概要 

（１）施設の名称 

  明日香村農林産物等交流促進施設（あすか夢販売所） 

（２）所在地 

  明日香村大字御園２番地の１ 

（３）建物等の概要 

敷地面積  １３２７.００㎡ 

木造平屋建  建築床面積 ３２７.７６㎡ 売場面積 ２０３.５１㎡ 

  建物  売場、事務所、倉庫、搬入口、化粧室３箇所、対面販売スペース 

      屋外駐車スペース 

 

３．開館時間及び休館日 



（１）開館時間 

   午前９時～午後５時 

ただし、明日香村農林産物等交流促進施設設置条例（平成１７年条例第３

号。以下「条例」という。）第４条の規定により開館・閉館時間の変更をす

ることができる。 

（２）休館日 

１２月３１日から翌年の１月４日とする。 

ただし、条例第５条の規定により臨時開館、又は休館することができる。 

 

４．管理の指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

 ただし、村長が管理を継続することができないと認めるときは、その指定を

取消しまたは、期間を定めて管理業務の全部もしくは、一部の停止を命ずるこ

とができる。この場合指定管理者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負

わない。 

 

５．法令等の遵守 

  指定管理者は、施設の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げ

る法令等に基づかなければならない。 

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（２）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（３）明日香村農林産物等交流促進施設設置条例（平成１７年条例第３号） 

（４）明日香村農林産物等交流促進施設管理規則（平成１７年規則第３４号） 

（５）その他管理を行うにあたっての関連法令 

 

６．管理運営に関するリスクの対応 

  管理運営業務に関し、村と指定管理者とのリスクの分担については、次の 

表によるものとする。ただし、不測のリスクが生じた場合は協議の上、リス 

ク分担を決定する。 

種  類 内    容 
負 担 者 

村 指定管理者 

物価変動 諸物価の変動  ○ 

金利変動 金利の変動  ○ 

法令等の変更 指定管理者が行う管理運営業務に影響を

及ぼす法令等の変更 
協議事項 

施設競合 他施設との競合による利用者の減・収入減  ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況の発生  ○ 



第三者賠償 業務実施に伴い生じた第三者への損害  ○ 

施設の損傷 施設・設備機器等の損傷  ○ 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、

火災、争乱、暴動その他村又は指定管理者

のいずれの責めにも帰すことのできない

自然的又は人為的な現象）に伴う、施設、

設備の損傷 

○  

債務不履行 指定管理者による業務又は協定内容の不

履行 
 ○ 

損害賠償 施設・機器等の不備による利用者への損害 協議事項 

管理上の不注意による利用者への損害  ○ 

運営リスク 施設・機器等の不備又は施設管理上の瑕疵

及び火災等事故等による臨時休館等に伴

う運営リスク 

 ○ 

許認可等 村が取得すべき許認可等の取得更新がさ

れていないことによるもの 
○  

指定管理者が取得すべき許認可等の取得

更新がされていないことによるもの 
 ○ 

村議会の議決 指定の議決が得られないことによる管理

運営の開始 
 ○ 

募集要項等 募集要項等の瑕疵・不備に基づくもの ○  

※ その他、管理・運営上発生すると考えられるリスクについては、別に協議

する。 

 

７．指定管理者が行う業務 

（１）施設の管理運営に関する経営業務 

① 村民と都市住民の日常的な交流拠点としての地域活力の増進の場であ

ること。 

② 村内農林産物の限定使用と限定販売を基本とし、地域に根ざした経営

業務を行うこと。 

③ 「新鮮・安全・安心」を基本とした品質管理、品ぞろえを徹底し顧客

本位の運営を期すこと。 

④ 旬の農林産物及び農林産物加工品の PRイベントを実施し、生産者と消

費者の交流と積極的な販売促進を図ること。 

（２）施設の管理業務 

① 職員の配置については管理運営責任者を配置することのほか、法令に



規定された必要な資格保有者等を配置すること。 

② 農林産物直売所の事例視察研修や接客マナー等の研修を年間、数回実

施すること。 

 

（３）施設の運営業務 

① 事業計画書に基づく業務 

② 顧客ニーズを把握するための売上状況分析および定期的にアンケート

調査を実施し、顧客の声を集約すること。 

③ 地域との連携について明日香村６次産業化推進協議会や村内農業者と

の連携を密接にし、計画的な生産・出品を協議・決定するとともに生産

者の意識向上と生産・出品意欲の喚起を図ること。 

 

８．指定管理料について 

指定管理者は、施設の維持管理費について営業収入で賄うものとし、村は指

定管理料を支出しない。 

また、村が定めた施設使用料を各年度３月末までに支払うものとする。なお、

これらの詳細は、村と指定管理者とが協定により締結する。 

 

９．事業報告等の提出 

（１）指定管理者は管理運営業務の利用状況、実施状況を記載した業務日誌を

作成し村が指定する期間これを保管する。なお、村が求めたときはこれを

提出するものとする。 

（２）指定管理者は、事業年度終了後３０日以内に当該年度の事業報告書を提

出すること。 

① 施設の管理業務の実施状況及び指定管理者事業報告書 

② 村内産農林産物利用状況 

③ その他村長が求める資料 

 

１０．施設設備備品及び物品 

（１）村の所有に属する物品等については、無償で貸与する。ただし、その修

理及び更新については、指定管理者の負担とする。 

   なお、貸与物品は指定管理期間満了日に、整備点検のうえ村に返還する

こと。 

（２）指定管理者は、村の所有に属する物品については管理台帳を備えて適切

に管理しなければならない。 

（３）１件２０万円以上の施設・設備の修理で指定管理者の維持管理業務に瑕 

疵が無く、村が事前に認めたものについては村が費用を負担する。 



 

１１．業務継続が困難になった場合の取扱い 

（１）指定管理者の責めに帰する事由により事業の継続が困難になった場合、

村は、指定管理者の指定を取り消す等の措置をとるものとする。この場合

村に生じた損害は指定管理者が賠償するものとする。 

（２）不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他村

又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的

な現象）による事由により、業務の継続が困難となった場合、村及び指定

管理者は業務継続の可否について協議するものとする。この場合において、

一定期間に協議が整わない場合、村又は指定管理者は管理協定を解除でき

るものとする。 

 

１２．指定解除時の原状回復 

指定管理者は、指定期間の満了した時又は、指定が取り消された時若しくは

管理協定が解除とされた時は、村の指示に基づき、施設及び設備を原状に復し

て引き渡さなければならない。（機能低下があった場合は機能低下前の状態に

することを含む。）ただし、指定管理者が村長の承認を得て行った機能向上を

行った箇所、村が行った機能向上の箇所及び村長が特に必要であると認める箇

所についてはこの限りではない。 

 

１３．その他指定管理運営上の留意事項 

（１）指定管理者は、公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を

行うこととする。 

（２）業務の履行に際して入手した個人情報及びデータの管理については、関

係法令を遵守し、適切な管理を行うこと。 

（３）管理協定及び村の指示を遵守すること。 

（４）村の施策及び事業に協力すること。 

（５）施設の管理業務全体を他の業者へ再委託してはならない。 

（６）事業計画書に記載していない事業を実施する場合は、村長の承認を得る

こと。 

（７）村長の許可なく、施設又は設備の改造をしてはならない。 

（８）指定管理者は、この仕様書に定めるもののほか、指定管理者の業務の内

容及び処理について疑義が生じた場合は村と協議し決定するものとする。 


